
◎原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積

立て及び管理に関する法律 
（平成一七年五月二○日法律第四八号）   

一、提案理由（平成一七年三月二三日・衆議院経済産業委員会） 

○中川国務大臣 初めに、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の

積立て及び管理に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げ

ます。 

 我が国においては、供給安定性や環境適合性にすぐれている原子力発電を基幹電源と

して位置づけており、これを的確に推進していくに当たり、原子力発電の運転に伴って

生じる使用済み燃料を再処理し、有用物質を回収して再び燃料として利用する核燃料サ

イクルを推進することを基本的考え方としております。この核燃料サイクルの根幹をな

す再処理等の事業については、極めて長い期間を要すること等から、その事業に要する

費用を確実に確保していくことが必要でございます。 

 このため、再処理等を適正に実施するための必要な措置等を講じ、発電に関する原子

力に係る環境の整備を図ること等を目的として、本法律案を提出いたしました。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、実用発電用原子炉を設置している者に対して、使用済み燃料の再処理等を適

正に実施するため、毎年度、経済産業大臣が通知する額の金銭を使用済燃料再処理等積

立金として経済産業大臣が指定する資金管理法人に積み立てることを義務づけることと

しております。 

 第二に、使用済燃料再処理等積立金を管理する資金管理法人に関する事項その他所要

の措置について定めることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これら法律案の提案理由及び要旨でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一七年四月二六日） 

○河上覃雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に

関する法律案につきましては、核燃料サイクルの根幹をなす使用済み燃料の再処理等に

要する費用を確保するため、実用発電用原子炉設置者に対して、毎年度使用済燃料再処

理等積立金の資金管理法人への積み立てを義務づけるとともに、積立金を管理する資金

管理法人に対する経済産業大臣の監督等その他所要の措置を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 本委員会においては、去る三月二十三日両法律案に関し中川経済産業大臣から提案理

由の説明を聴取し、同三十日より質疑に入り、四月二十二日質疑を終了したものであり



ます。質疑終局後、討論を行い、両法律案につき、それぞれ採決を行った結果、賛成多

数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月二二日） 

 政府は、核燃料サイクル政策の根幹である使用済燃料の再処理事業の重要性にかんが

み、原子力政策に対する国民の信頼を確保するため、本法施行に当たり、次の諸点につ

いて適切な措置を講ずべきである。 

一 今後の核燃料サイクル政策の具体的な進め方について、高速増殖炉の実用化目標時

期、それに向けたプロセス等も視野に入れつつ、将来展望を早急に示すこと。その際、

望ましい官民の役割分担の在り方についても検討することとし、特に、六ケ所再処理

施設に続く対応については、核燃料サイクル政策を確実かつ安定的に遂行するために

国が果たすべき役割について明確にすること。 

二 核燃料サイクル関連施設の建設・運営に際しては、地元住民・自治体の理解が不可

欠であることにかんがみ、国及び事業者は、事業の必要性・安全確保への取組みなど

について十分な説明を行い、地元との信頼関係の構築に努めること。あわせて、自治

体が独自の基準・判断で行う行為が国のエネルギー政策の遂行方針と対立する場合に

おける自治体の権限と責任の在り方について整理し、国策としてのエネルギー政策を

円滑に推進する観点から国と自治体の関係を明確にする手法について早急に検討する

こと。 

三 六ケ所再処理施設をはじめとする核燃料サイクル関連施設の建設・運営に当たって

は、安全の確保を大前提に、地元の理解・協力を得ることに万全を期しながら、一歩

一歩着実にこれを進めること。なお、再処理を巡る国際情勢が大きく変化した場合や、

六ケ所再処理工場が長期間にわたり稼動停止に陥った場合など、本法律案が前提とし

ている条件に変化が生じ、制度内容を大きく変更せざるを得ない場合には、制度の在

り方そのものに立ち返って再検討を行うこと。 

四 巨額の資金の安全・透明な管理という資金管理法人の業務の重要性にかんがみ、政

府として、資金管理法人の指定に関して説明責任を果たすよう努めるとともに、資金

管理法人に対し十分な指導監督を行うこと。また資金管理法人の指定により天下りが

行われることがないよう厳正に取り組むこと。 

五 国策の基本をなすエネルギー政策全般にわたって、その円滑な遂行に遺漏なきを期

するために、関係省庁間においてより緊密な連携を図るとともに、将来に向けて、政

策を効果的に遂行する組織・体制の在り方についても検討を進めるものとすること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一七年五月一三日） 

○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



 まず、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に

関する法律案は、実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理を適正に

実施するため、電力会社等に使用済燃料再処理等積立金の積立義務を課すとともに、当

該積立金の管理を行う資金管理法人に関する事項等を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、核燃料サイクルを含めた今後

の原子力政策の進め方、バックエンド事業に関する官民の役割分担の明確化、核物質防

護に対する国の施策、放射能濃度検認制度の厳格な運用の必要性等について質疑が行わ

れましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合を代表して近藤委員

より、両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年五月一二日） 

 核燃料サイクル政策の根幹である使用済燃料の再処理事業の重要性にかんがみ、政府

は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 核燃料サイクル政策については、国の責務であることにかんがみ、事業者及び地方

公共団体との役割を明確にするとともに、具体的な将来展望を早期に示すよう努める

こと。 

  なお、核燃料サイクル関連施設の建設・運営について、国及び事業者は、事業の必

要性・安全確保への取組などについて十分な説明を行うなど地元との信頼関係を構築

し、その着実な実施に努めること。 

二 巨額の資金の安全・透明な管理という資金管理法人の業務の重要性にかんがみ、資

金管理法人の指定についてはその過程を明らかにするとともに、資金管理法人に対し

十分な指導・監督を行うこと。また、資金管理法人の指定により、天下りが行われる

ことがないよう厳正に取り組むこと。 

三 原子力を始めとするエネルギー政策を着実に遂行するためには、政府一丸となった

取組が必要不可欠であることにかんがみ、関係省庁間において緊密な連携を図るとと

もに、諸外国の例を踏まえつつ、望ましい組織・体制の在り方について検討を進める

こと。 

  右決議する。 


